
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪国税局・税務署 Ｒ６.１ 

※１ 源泉所得税及び復興特別所得税（自主納付分）は、e-Tax で徴収高計算書データを送信後、 

受信通知から納付を行う場合のみ可能 

※２ 印紙の貼付けを必要とする自動車重量税、登録免許税（いずれも強制徴収分以外）は利用できません。 

※３ 各決済アプリのシステムメンテナンスにより利用できない時間帯があります。 

※４ ご利用にかかる通信料は自己負担となります。 

  

事前の届出不要！ 

決済手数料なし！(※４) 

ご利用手順-直接アクセスする場合- 

 
注意事項を確認したらチェ

ックを入れ、「次へ」を選択 
 

氏名・住所などを入力し、 
「次へ」を選択 

 
納付する税目や税額などを 

入力し、「次へ」を選択 
 

４ ２ 

スマホアプリ納付とは？ 

スマートフォン決済専用の Web サイト 

（国税スマートフォン決済専用サイト）から、 

Pay 払いを選択して納付する手続です。 

決済専用サイトに直接アクセスして納付できます。(※１) 

なお、e-Tax で申告データを送信後、受信通知（納付区分番号  

通知）から決済専用サイトにアクセスして納付することもできます。  

e-Tax の受信通知（納付区分番号通知）からアクセスされる場合は、 

下記手順の□4 と□5 の入力の必要はありません。 

● 税務署や金融機関、コンビニの窓口で利用できません。 

● 領収書は発行されません。 

● アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前 

に利用する Pay 払いへのアカウント登録及び残高へのチャージが 

必要です。 

● 納付しようとする金額が 30 万円以下の場合に利用可能です。(※５) 

※５  

ご利用に当たっての注意事項 
 

入力内容を確認し、「納付」を
選択 → 選択した Pay 払いが
起動 → Pay 払いで支払手続
が完了すると□7 へ遷移 

５ 

 
納付内容（PDF）データを 

取得する場合は「納付内容 

をダウンロード」を選択  

 
終了する場合は「トッ

プに戻る」を選択 

７ 

↓  
 

国税スマートフォン決済専用サイトへアクセスする際は、国税庁ホームペ

ージの「税の情報・手続・用紙＞納税・納税証明書手続＞納税に関する総合

案内＞国税の納付手続＞スマホアプリ納付」からアクセスしてください。 

フィッシング詐欺にご注意ください！ ！ 

全ての税目で納付可能！(※２) 

(※３) 

※６ スマホアプリ納付の納付内容を後日確認することはできませんので、ダウンロードをお勧めします。 

６ 

・ 国税庁ホームページから
決済専用サイトへアクセス 

・ 下記 QR コードよりアク
セスした場合は□2 へ遷移 

 

（参考）□7 でダウンロードを
選択した場合 
納付情報が表示されたページ
をダウンロードできます。 

 

１ 

８ 

「QR コード」は株式会社デンソー 
ウェーブの登録商標です。 

利用可能なスマホアプリ決済 

 
 

「次へ」を選択 

３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 5 

 「送信結果・お知らせ」を選択 

2 

 
利用者証明用電子証明書の
パスワードを入力し、「次

へ」を選択 

6 

 
「メッセージボックス」→ 

を選択 

4 3 

  

Android の場合 

９ 12 

 
決済専用サイトへ遷移→ 
注意事項を確認したらチェック

を入れ、「次へ」を選択 

13 

iPhone の場合 マイナンバーカード 
でログインした場合 

 
 

 10 

 

・ 納付内容（PDF）データ（裏面□8
参照）を取得する場合は「納付内容
をダウンロード」を選択 

・ スマホアプリ納付の納付内容を後日
確認することはできませんので、ダウ
ンロードをお勧めします。 

 

e-Tax ソフト(SP 版)で申告
等データ送信後、「マイナン
バーカードによるログイン」

又は「利用者識別番号による
ログイン」からログイン 

 
利用するペイ払いを選択し、 

「次へ」を選択 

11 

 

・ 納付情報を確認し、「納付」を選択 
・ 選択した Pay 払いが起動するので支

払手続を行います。Pay 払いで支払手

続が完了すると□13 へ遷移  
終了する場合は「トップに戻
る」を選択 

※ 自宅等からのスマートフォン等による申告をされた場合のご利用手順です。 

自宅等からのパソコンによる申告をされた場合は、e-Tax の受信通知に付された QR 

コードをスマートフォン等のカメラで読み取ることで、決済専用サイトに遷移します。 

ご利用手順-受信通知（納付区分番号通知）からアクセスする場合-（※） 

 

・ 納付手続完了のメールを受け取る 

場合は、メールアドレスを入力 
・ e-Tax から引き継がれた情報を確認

し、「次へ」を選択 ８ 

 「スマホアプリ納付」→ 
「専用サイトへ」を選択 

７ 

 「納付情報登録依頼」を選択 

※ 「QR コード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 


